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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動化された対話システムを構成する方法であって、
　グラフィカルユーザーインターフェイス（ＧＵＩ）の操作中に、前記ＧＵＩの実行時状
態データを観察するステップであって、前記ＧＵＩは、データネットワーク上において前
記対話システムへアクセス可能であるウェブに基づいたインターフェイスを有する、ステ
ップと、
　前記実行時状態データの複数のトレースを記録するステップであって、前記トレースは
、前記実行時状態データにおいて、前記ＧＵＩに提示される入力と前記ＧＵＩにより生成
された出力の値とを識別する、ステップと、
　前記ウェブに基づいたインターフェイスにより提示されるウェブページの対話型要素を
抽出し、各テンプレートを前記対話型要素に割り当てることにより、複数のテンプレート
のうちの各テンプレートを前記トレースと関連付けるステップであって、各テンプレート
は、１つ又は複数の定義された入力と１つの定義された出力とを有する、ステップと、
　前記複数のテンプレート及び関連付けられたトレースのそれぞれについて、前記自動化
された対話システムを構成するステップであって、
　　前記ＧＵＩに提供するための１つ又は複数の入力データの値を決定するために、ユー
ザーよる言語的入力発話を前記テンプレートに従って解釈し、
　　前記ＧＵＩに前記１つ又は複数の入力データの値を前記言語的入力発話の解釈に従っ
て提供し、
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　　前記ＧＵＩから出力の値を取得し、
　　前記出力の値を示す言語的出力発話を出力する、
　ように前記自動化された対話システムを構成するステップと、
　を含む方法。
【請求項２】
　前記言語的入力発話は、発話に基づいた入力を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記言語的入力発話は、テキストに基づいた入力を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　複数の前記トレースを記録するステップは、ユーザーと前記ＧＵＩとの間におけるやり
取りを監視するステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＧＵＩは、ＧＵＩクライアントのプログラムである、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　自動化された対話システムのシミュレーションを記録することにより、追加の複数のト
レースを記録するステップ、を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記自動化された対話システムの前記シミュレーションは、テキストに基づいたユーザ
ー入力を使用する、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記自動化された対話システムの前記シミュレーションは、発話に基づいたユーザー入
力を使用する、請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記ＧＵＩへの入力を自動的に生成するステップと、前記入力が、出力を正常に導出す
るトレースを形成している際に、そのトレースを記録するステップと、を更に含む、請求
項１に記載の方法。
【請求項１０】
　アプリケーションの複数のウェブに基づいたインターフェイスを自動的に見出すステッ
プと、前記インターフェイスごとに、前記ウェブに基づいたインターフェイスを介して前
記テンプレートへの入力の値を提供すると共に前記インターフェイスを介して前記テンプ
レートの出力を読み出すための対応する手順によって１つ又は複数のテンプレートを構成
するステップと、を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　ロジックデバイスと、
　前記ロジックデバイスにより方法を実行するための実行可能な命令を保持している記録
デバイスと、を備え、
　前記方法は、
　グラフィカルユーザーインターフェイス（ＧＵＩ）の操作中に、前記ＧＵＩの実行時状
態データを観察するステップであって、前記ＧＵＩは、データネットワーク上において対
話システムへアクセス可能であるウェブに基づいたインターフェイスを有する、ステップ
と、
　前記実行時状態データにおいて前記ＧＵＩに提示される入力と前記ＧＵＩにより生成さ
れた出力の値とを識別する、前記実行時状態データの複数のトレースを記録するステップ
と、
　前記ウェブに基づいたインターフェイスにより提示されるウェブページの対話型要素を
抽出し、各テンプレートを前記対話型要素に割り当てることにより、複数のテンプレート
のうちの各テンプレートを前記トレースと関連付けるステップであって、各テンプレート
は、１つ又は複数の定義された入力と１つの定義された出力とを有する、ステップと、
　前記複数のテンプレート及び関連付けられたトレースのそれぞれについて、自動化され
た対話システムを構成するステップであって、
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　　前記ＧＵＩに提供するための１つ又は複数の入力データの値を決定するために、ユー
ザーよる言語的入力発話を前記テンプレートに従って解釈し、
　　前記ＧＵＩに前記１つ又は複数の入力データの値を前記言語的入力発話の解釈に従っ
て提供し、
　　前記ＧＵＩから出力の値を取得し、
　　前記出力の値を示す言語的出力発話を出力する、
　ように前記自動化された対話システムを構成するステップと、
　を含む、コンピュータシステム。
【請求項１２】
　前記言語的入力発話は、発話に基づいた入力を有する、請求項１１に記載のコンピュー
タシステム。
【請求項１３】
　前記言語的入力発話は、テキストに基づいた入力を有する、請求項１１に記載のコンピ
ュータシステム。
【請求項１４】
　複数のテンプレートのうちの各テンプレートを前記トレースと関連付けるステップは、
　前記複数のトレースのうちのトレースの中で、１つ又は複数の規則的な構造を検出する
ことと、
　前記トレースの中で検出された規則的な構造のそれぞれについて、前記規則的な構造に
含まれる１つ又は複数のデータタイプを識別し、前記規則的な構造に含まれるデータタイ
プのそれぞれについて、前記データタイプに対応する、利用可能なＮＬＰテンプレートの
フィールドを選択することと、
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記利用可能なＮＬＰのフィールドを選択することは、予めトレーニングされた離散時
間マルコフモデルを操作すること、を含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記ＧＵＩは、１つ又は複数のハイパーテキストマークアップ言語（ＨＴＭＬ）の要素
により定義され、
　前記１つ又は複数の規則的な構造は、ＨＴＭＬ入力の要素を含む、
　請求項１４に記載の方法。
【請求項１７】
　自動化された対話システムと、
　グラフィカルユーザーインターフェイス（ＧＵＩ）の操作中に、前記ＧＵＩの実行時状
態データを観察し、前記実行時状態データにおいて前記ＧＵＩに提示される入力と前記Ｇ
ＵＩにより生成された出力の値とを識別する、前記実行時状態データの複数のトレースを
記録する、監視システムであって、前記ＧＵＩは、データネットワーク上において前記対
話システムへアクセス可能であるウェブに基づいたインターフェイスを有する、監視シス
テムと、
　テンプレートコンフィギュレータであって、
　前記ウェブに基づいたインターフェイスにより提示されるウェブページの対話型要素を
抽出し、各テンプレートを前記対話型要素に割り当てることにより、複数のテンプレート
のうちの各テンプレートを前記トレースと関連付けるステップであって、各テンプレート
は、１つ又は複数の定義された入力と１つの定義された出力とを有する、ステップと、
　前記複数のテンプレート及び関連付けられたトレースのそれぞれについて、前記自動化
された対話システムを構成するステップであって、
　　前記ＧＵＩに提供するための１つ又は複数の入力データの値を決定するために、ユー
ザーよる言語的入力発話を前記テンプレートに従って解釈し、
　　前記ＧＵＩに前記１つ又は複数の入力データの値を前記言語的入力発話の解釈に従っ
て提供し、
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　　前記ＧＵＩから出力の値を取得し、
　　前記出力の値を示す言語的出力発話を出力する、
　ように前記自動化された対話システムを構成するステップと、
　を行うように構成されているテンプレートコンフィギュレータと、
　を備える、コンピュータシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、２０１５年１１月２５日付けで出願された米国仮特許出願第６２／２５９，
８４９号明細書の利益を主張するものであり、この特許文献の内容は、引用により、本明
細書に包含される。
【０００２】
　本発明は、自動的な音声対話スクリプトの発見に関し、且つ、更に詳しくは、アプリケ
ーションに対するスクリプトに基づいたアクセスのための音声対話システムの自動的な構
成に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ワールドワイドウェブ（「ウェブ」）は、人間のユーザーによってアクセスされるよう
に意図された様々なタイプのリソースを含み、これには、コンテンツを直接的に内蔵する
文書のみならず、インターフェイスを通じて提供される情報に応答してコンテンツを提供
するコンピュータ実装システムに対するインターフェイスも含まれる。
【０００４】
　又、コンピュータ実装システムに対するコンピュータ指向のインターフェイスには、例
えば、ＸＭＬ及びＪＳＯＮなどのフォーマットを使用したデータ交換の方法を提供しうる
「ウェブサービス」インターフェイスを使用することにより、ウェブ上においてアクセス
可能である。ウェブサービスを使用するために、「クライアント」システムの作成者は、
一般に、そのウェブサービスを介して情報にアクセスするプログラムを作成するべく、そ
のウェブサービス用のドキュメンテーションを使用している。ウェブサービスに対する要
求及び応答の構造を（例えば、ＸＭＬスキーマとして）規定することにより、クライアン
トの作成のある程度の自動化を許容することできる。
【０００５】
　実際に、ウェブ上においてアクセス可能である大部分のコンピュータ実装システムは、
人間指向のインターフェイスを提供しており、且つ、コンピュータ指向（例えば、ウェブ
サービス）のインターフェイスを提供するものは、非常に少ない。従って、それぞれのイ
ンターフェイスごとに大規模なプログラミングを必要とせずに人間指向のインターフェイ
スを自動的に使用することができるようにするというニーズが存在している。
【０００６】
　益々、ユーザーは、従来のＧＵＩに基づいたインターフェイスを使用せずにコンピュー
タ実装システムに対してアクセスすることを所望するようになっている。例えば、現在の
音声に基づいたパーソナルアシスタント（例えば、ＡｐｐｌｅのＳｉｒｉ）は、ＧＵＩを
使用せずに、音声に基づいた対話を使用して情報を提供するように試みている。
【０００７】
　１９９０年代の初頭から、アクセス可能なコンテンツを「クローリング」する自動化さ
れた「ウェブロボット」を使用することにより、ウェブのコンテンツの自動的なインデッ
クス付けが行われている。一般に、このようなウェブクローラーは、１つのウェブサイト
において開始し、且つ、次いで、それぞれのサイト上のその他のサイトへのハイパーリン
クを辿り、且つ、このサーチを適切な方式によって継続することにより、そのインデック
ス付けサーチを拡大している。これらのウェブサーチブラウザに対する大きな改善は、Ｇ
ｏｏｇｌｅによって導入されたものであり、Ｇｏｏｇｌｅは、それぞれのページをポイン
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トしているその他のページの数の関数により、それぞれのページをランク付けしたのであ
る。
【０００８】
　サーチエンジンによるウェブの「クローリング」は、例えば、キーワードに基づいたク
エリに応答して、ウェブページ上において内蔵されているコンテンツに自動的にアクセス
する方法を提供している。但し、このような方式は、一般に、ウェブ上において提示され
ているインターフェイスを介してアクセス可能であるコンテンツに、ではなく、ウェブペ
ージ上の明示的なコンテンツに対して着目している。
【０００９】
　その後の努力においては、ＨＴＭＬ又はＤＯＭ（Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｏｂｊｅｃｔ　Ｍ
ｏｄｕｌｅ）情報を解析することにより、ウェブページから情報を抽出することが試みら
れている。ＤＯＭ情報は、相対的に静的であることから、これらの技法は、ニュース、天
気、及びその他の情報ページのリサンプリングを許容している。但し、これらの進歩した
技法の場合にも、情報がサイトに供給されると共に、データ、マップ、写真、又はオーデ
ィオが返されるウェブサイトをユーザーが活用することは、許容されていない。ウェブサ
イトの自動的な使用を許容する制限が注釈付けされると共にカタログされている「セマン
ティックウェブ」の生成を狙った早期の試みは、その大部分が失敗している。例えば、Ｗ
３Ｃは、リンクされたデータのウェブの１つのビジョンとしての「セマンティックウェブ
」を参照している。セマンティックウェブ技術によれば、人々は、ウェブに関するデータ
ストアを生成することが可能であり、ボキャブラリを構築することが可能であり、且つ、
データの取扱いのための規則を記述することができる。但し、この技術は、広く採用され
てはいない。
【００１０】
　ウェブに基づいたインターフェイスを有するロボット的なやり取り（例えば、これらは
、人間指向のもの又はウェブサービスに基づいたものである）は、人間によるプログラミ
ングに基づいてスクリプト化することができる（しばしば、「スクリーンスクレーピング
」と呼称されている）。例えば、プログラマは、コンピュータ実装システム内において情
報を取得するべく、ユーザーの動作を真似ている。
【００１１】
　汎用の対話システムの構築における課題の１つが、新しいサービス又は新しいやり取り
をカバーする更なる機能の追加である。例えば、人々は、ユーザーによる新しい航空会社
におけるチケットの予約、近所のレストランにおける料理の注文、映画チケットの購入、
又は新しいソーシャルネットワーキングサービスの使用を可能にすることを所望しうるで
あろう。従来においては、プログラマが、それぞれの更なるサービスとやり取りするため
に必要とされるＡＰＩを生成又は使用することになるが、これには、多くの工数が所要さ
れることになろう。更には、人々が、（例えば、連絡先情報又はフライト旅程について同
一の表現を使用することによって）これらの新しいコンポーネントを対話システムの残り
の部分に統合することを所望した場合には、コンポーネントのすべてが１つにフィットす
ることを保証するべく、更なる注意を払わなければならない。
【００１２】
　但し、多くの方法においては、これは、重複した作業であり、ＨＴＭＬ搭載型のディス
プレイインターネットは、周知のように、広範なオンラインサービス及び情報とやり取り
するべく必要とされるコンポーネントの大部分を含んでいる。実際に、大部分でない場合
にも、多くのオンラインサービスは、明示的にディスプレイインターネットに留意しつつ
構築されている。但し、表示重視型のサービスへ着目することは、インターネット上にお
いて利用可能である情報の大部分が、機械にとっては、或いは、オーディオのみのインタ
ーフェイスにとっては、アクセス可能性が相対的に低く、或いは、アクセス不能であるこ
とを意味している。これは、ウェブを（人々及び機械の両方にとって）相対的にアクセス
可能な状態とするための努力が払われていないことを意味するものではない。ＡＲＩＡの
ような規格によれば、例えば、スクリーンリーダーを使用することにより、視覚障害を含
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む―障害を有するユーザーは、ウェブサイトを相対的に容易にナビゲートすることができ
る。同様に、セマンティックウェブ規格も、ウェブサイトの機械による解釈を相対的に容
易にすることを狙った試みである。
【００１３】
　これらの規格は、均等に、或いは、（特に、セマンティックウェブのケースにおいては
）広範に、利用されてはいない。アクセス可能性の規格が利用されている際にも、これら
の規格は、既定の視覚的表示インターフェイスを有するものと同程度に使用が容易である
経験を促進してはいない。換言すれば、スクリーンリーダーは、その名称が意味している
だけのものに過ぎず、それらは、スクリーンを読み上げて、情報の統合をユーザーに任せ
ている。それは、どんな理由にしろ（例えば、視覚的な障害を有しているために、運転中
であるために、或いは、単にコンピュータのそばにいないために）、対象のウェブサイト
を見ることができない別の人物とやり取りしなければならない場合に人物が得ることがで
きるコヒーレントな対話型の経験ではない。
【００１４】
　コンピュータ実装システムに対する音声に基づいたインターフェイスは、一般に、人間
－コンピュータ対話コンポーネントとコンピュータ実装システムに対するインターフェイ
スとの間における「コネクタ」のプログラミングを必要としている。例えば、実験的旅行
予約システムは、音声に基づいた対話を実装しており、且つ、旅行予約システムとの間に
おけるやり取りをプログラミングしている（例えば、Ｓａｂｒｅ）。
【発明の概要】
【００１５】
　一態様である、コンテンツに対するインターフェイスの自動化された発見は、一般に、
インターフェイスを介してアクセス可能なコンテンツの自動化された取得を許容している
。
【００１６】
　いくつかの例においては、この発見は、インターフェイス上におけるコンテンツ（例え
ば、人間のユーザーへの提示が意図されたラベル及びプロンプト）の分析のみならず、入
力のどの組合せが、コンピュータ実装システムからコンテンツを取得する十分に形成され
た入力を提供するのかを判定するためのインターフェイスの自動化された「プロービング
」を伴うことができる。この発見されたインターフェイス規則は、人物による、或いは、
人物の代理人による、将来における使用のために、データ構造内においてキャッシングさ
れることになる。
【００１７】
　別の態様は、コンピュータアクセス可能なインターフェイスの組（例えば、インターネ
ットアクセス可能なウェブ上のＵＲＬ）の「クローリング」と、ウェブサーチ可能なコン
テンツのうちのコンテンツへの自動的なアクセス用のシステムを提供するためのインター
フェイスの自動化された発見の使用と、を含む。このクローリング及び分析は、人間／ウ
ェブのやり取りを観察するトレーニングプログラムを通じて学習されてもよく、或いは、
これは、サイトによって要求されたそれぞれの情報要素の制約と、更には、それぞれの要
素が必要とされているのか又は任意選択であるのかと、を発見するべくウェブサイトをプ
ロービングする自動化されたシステムによって発見されてもよい。
【００１８】
　別の態様は、例えば、その特性が自動的に発見されているインターフェイスなどの、イ
ンターフェイスを介してコンテンツにアクセスするべく必要とされる情報を導出するべく
人間－コンピュータのやり取りをシミュレートするステップを含む。次いで、この情報は
、自動化されたシステム内のインターフェイスを介して提供され、且つ、インターフェイ
スを介して取得されたコンテンツは、ユーザーに提供される。例えば、情報の導出及び取
得された情報の提示は、（例えば、音声及び／又はテキストによって）単一の人間－コン
ピュータの対話において制御されている。
【００１９】
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　別の態様は、テキストに基づいた情報交換を使用することによってウェブサイトとやり
取りするステップと、いずれのタイプの情報がウェブサイトによって必要とされており、
且つ、いずれが任意選択であるのか、についてそれらのクエリから学習するステップと、
を含む。ウェブサイトのテキストに基づいた使用のための要件の記述は、将来における使
用のために保存されている。
【００２０】
　別の態様は、人間のユーザーが情報を求め、且つ、対話に基づいて、複数のコンピュー
タ実装システムのうちの１つが、ユーザーのニーズを充足するべく、コンテンツの取得の
ために選択される、人間－コンピュータの対話を実施するステップ（或いは、実施するべ
く機械可読形態において命令を規定するステップ）を含む。
【００２１】
　人間指向のコンピュータ実装されたインターフェイスは、一般に、インターフェイスを
介して利用可能であるコンテンツに対するコンピュータ実装されたアクセスを許容する形
態において、関連する「命令」を有してはいない。一般に明示的ではない態様は、限定を
伴うことなしに、
　●インターフェイスを介してアクセス可能であるシステムの一般的な主題（例えば、天
気予想やエアラインスケジュールなど）
　●インターフェイス内の要素と関連するセマンティック情報（例えば、フォームフィー
ルドをユーザー名と関連付けることなど）
　●有効なクエリを定義するためのインターフェイス内の要素の組に対する全体的な制約
（例えば、天気予想に必要とされる都市及び州）
　を含む。
【００２２】
　１つの技術的な問題は、インターフェイスを介したコンテンツに対する自動化された（
例えば、ロボット的な）アクセスに必要とされる又は有用である態様を判定するためのコ
ンピュータ実装されたインターフェイスの自動化された分析である。
【００２３】
　解決されるべき別の技術的問題は、（人間指向のインターフェイスから自動的に発見さ
れた）インターフェイスを特徴付ける情報の使用（或いは、さもなければ、データスキー
マの使用など）と、そのインターフェイス用の特定のプログラミングを必要とせずにイン
ターフェイスを介して入力用の情報を導出するための人間－コンピュータの対話の制御と
、である。
【００２４】
　別の態様においては、一般に、自動化された対話システムを構成する方法は、アプリケ
ーションのグラフィカルユーザーインターフェイス（ＧＵＩ：Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓ
ｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）サーバーを介してやり取りの複数のトレースを収集すること
により、開始している。それぞれのトレースは、ＧＵＩの複数の提示のコンテキストにお
けるやり取りを含んでいる。ＧＵＩの１つ又は複数の提示の要素が識別されている。テン
プレートは、トレースの一部分と関連付けられている。それぞれのテンプレートは、１つ
又は複数の定義された入力と、１つの定義された出力と、を有する。複数のテンプレート
のそれぞれのテンプレートごとに、トレースの一部分は、ＧＵＩを介してテンプレートへ
の入力の値を提供すると共に出力の値を取得するための手順を規定することにより、テン
プレートを構成するべく、処理されている。自動化された対話システムは、構成されたテ
ンプレートによって構成されている。
【００２５】
　以下の特徴のうちの１つ又は複数が含まれていてもよい。
【００２６】
　方法は、構成された自動化された対話システムを使用することにより、ユーザー入力を
処理するステップを更に含む。この処理は、ユーザーから言語的入力を受け取るステップ
と、複数のテンプレートに従って言語的入力を解釈するステップと、構成されたテンプレ
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ートに従ってアプリケーションとやり取りするステップと、を含む。言語的入力は、発話
に基づいた入力及び／又はテキストに基づいた入力を含むことができる。
【００２７】
　グラフィカルユーザーインターフェイスは、データネットワーク上においてシステムか
らアクセス可能であるウェブに基づいたインターフェイスを有し、且つ、ＧＵＩの提示は
、ウェブに基づいたインターフェイスのウェブページを有する。
【００２８】
　テンプレートをトレースの一部分と関連付けるステップは、ウェブページの対話型要素
を抽出するステップと、１つ又は複数のテンプレートを対話型要素のそれぞれに対して割
り当てるステップと、を含む。
【００２９】
　トレースを収集するステップは、ユーザーとアプリケーションとの間のやり取りを監視
するステップを含む。例えば、ユーザーとアプリケーションとの間のやり取りは、ＧＵＩ
クライアントを介したものであり、或いは、自動化された対話システムのシミュレーショ
ンを伴うものである。自動化された対話システムのシミュレーションは、テキストに基づ
いたユーザー入力及び／又は発話に基づいたユーザー入力を使用することができる。
【００３０】
　トレースを収集するステップは、アプリケーションに対する入力を自動的に生成するス
テップと、入力が、出力を正常に導出するトレースを形成している際に、そのトレースを
収集するステップと、を更に含む。
【００３１】
　トレースを収集するステップは、アプリケーションに対する入力を自動的に生成するス
テップと、入力が、出力を正常に導出するトレースを形成している際に、そのトレースを
収集するステップと、を含む。
【００３２】
　アプリケーションは、データネットワーク上においてシステムにアクセス可能であるウ
ェブに基づいたインターフェイスを有する。方法は、アプリケーションの複数のウェブに
基づいたインターフェイスを自動的に見出すステップと、それぞれのインターフェイスご
とに、ウェブに基づいたインターフェイスを介してテンプレートへの入力の値を提供する
と共に前記インターフェイスを介してテンプレートの出力を取得するための対応する手順
によって１つ又は複数のテンプレートを構成するステップと、を更に含む。
【００３３】
　本発明のその他の特徴及び利点については、以下の説明から、且つ、添付の請求項から
、明らかとなろう。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】スクリプト化されたウェブインターフェイスを使用する対話システムのブロック
ダイアグラムである。
【図２】ウェブに基づいたグラフィカルユーザーインターフェイスにおけるフォームの提
示の概略図である。
【図３】図２のフォームのサブミッションの結果の提示の概略図である。
【図４】自動化されたテンプレート構成方式を示す図である。
【図５】自動化されたテンプレート構成方式を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　図１を参照すれば、システム１００は、例えば、情報の取得及び／又はサブミッション
を目的として、システムとアプリケーションとの間において情報を伝達するべく、ユーザ
ー１１０が、システムとの間において言語的対話を実施すると共に代表的アプリケーショ
ン１６２Ａ、１６２Ｂとやり取りするための方法を提供している。図１においては、アプ
リケーション１６２Ａは、データベース１６４Ａ内の情報に対するアクセスを有するか又
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はこれを提供しており、且つ、ウェブサーバー１６０Ａを介してインターフェイスを提示
している。例えば、ウェブサーバー１６０Ａは、インターネット１５０上におけるグラフ
ィカルウェブクライアント１９５（例えば、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅ
ｘｐｌｏｒｅｒ）からの従来の要求に対して応答している。ユーザー１９０は、例えば、
マウス及び画面表示を使用することにより、グラフィカルウェブクライアントとやり取り
している。
【００３６】
　システム１００を使用することにより、別のユーザー１１０は、例えば、発話又はタイ
プ入力された文章の形態において言語的入力を提供する言語的対話システム１２０との間
においてやり取りしており、且つ、システムは、例えば、言語的な形態によって（例えば
、合成された発話又はテキストの表示など）、或いは、その他の出力の形態によって（例
えば、データや画像などの画面提示）、応答している。言語的対話システム１２０は、し
ばしば、対話の一部分として、自身が、リモートアプリケーション（例えば、アプリケー
ション１６２Ａ又はアプリケーション１６２Ｂ）とやり取りする必要があり、従って、そ
のやり取りを実行するべくスクリプト化されたウェブインターフェイスモジュール１３０
を使用するものと判定している。ウェブインターフェイスモジュールは、情報を提供する
べく、且つ／又は、アプリケーションから情報を取得するべく、ウェブサーバー１６０Ａ
又はウェブサーバー１６０Ｂとの間のやり取りの方式を制御するべく、インターフェイス
テンプレート１３５を使用している。
【００３７】
　少なくともいくつかの実施形態においては、言語的対話システム１２０は、２０１６年
１１月１０付で出願された「ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＯＮ　ＡＳＳＩＳＴＡＮＴ」という名称
の同時係属中の国際特許出願第ＰＣＴ／ＵＳ２０１６／０６１３０３号パンフレットにお
いて詳述されている構造を有しており、且つ、この特許文献の内容は、引用により、本明
細書において包含される。基礎をなす対話システムは、以下のものに類似した表現を使用
することにより、タスク指向の対話をモデル化するものと仮定されている。システムは、
自身が対話タスクの一部分を完成させるために使用する小さな「ミニスクリプト」の集合
体を有する。これらのミニスクリプトは、カードテンプレート（或いは、省略して、テン
プレート）と呼称される。カードは、小さな「構築ブロック」であり、これらから、対話
の全体が構築される。例えば、その名称がカードであってもよい場合に、データベース内
の特定の人物の連絡先情報を見出すこと、特定の電子メールを読み取ること、クエリによ
って電子メールを見出すこと、電子メールドラフトを送信すること、電子メールドラフト
を作成すること、が、電子メールを送信するべく構成された対話システム内のカードであ
ってもよい。カードテンプレートは、プログラマによって構築されてもよく、或いは、自
動的に学習されてもよく、或いは、これら２つの混合であってもよい。後述する方式は、
リモートウェブに基づいたアプリケーションにアクセスするという目的のためにシステム
によって使用されるカードテンプレートの自動的な生成に関係している。
【００３８】
　それぞれのカード（即ち、特定のユーザーダイアログ内のカードテンプレートのインス
タンス）は、なんらかの予め規定されたタイプの結果を生成し、これは、電子メールメッ
セージ、連絡先、或いは、電子メールの読取りのような、なんらかの結果をも生まないタ
スクの完了の証明書を表しうる（タイプは、対話システムにおける、データベースのスキ
ーマの均等物である。好適な実施形態において使用されているタイプシステムは、公式に
は、ＭＬプログラミング言語のタイプシステムと同一である）。これに加えて、それぞれ
のカードは、いくつか（恐らくは、ゼロ）の実引数（入力とも呼称される）を必要とする
。この場合に、実引数は、我々が名称と呼ぶ実因数は、自身をその他の実引数から区別す
るためのなんらかの識別子とタイプと、によって規定されている。次いで、カードは、シ
ステム外のＡＰＩの呼び出し及びユーザーとの間のやり取りのなんからの組合せにより、
結果タイプのオブジェクトを生成するための手順を有する。
【００３９】
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　これらのカードは、１つのカードの結果が別のものに対する実引数の１つとして使用さ
れるように、対話システムの計画モジュールにより、チェーン又はネストされた構造にお
いて１つに構成されている。この計画モジュールによって生成される、カードの構造は、
「計画」又は「対話スクリプト」と呼称される。これらの計画は、ユーザーの要求又はそ
の他のイベントに応答して構築することができる。計画は、対話システムがどのカードを
最初に実行するのかに関する部分的な順序又は全体的な順序を定義することができる。
【００４０】
　システムは、一般に、取得されうるデータのそれぞれのタイプごとに、少なくとも１つ
のインターフェイステンプレートを有する。１つの方式においては、アプリケーション用
のテンプレートは、アプリケーションのためにウェブサーバーによって提供されるウェブ
インターフェイスの生成において使用されるものと推定されるスキーマを含む。スキーマ
は、そのタイプ内の可能なフィールドを含むタイプの定義を含む。テンプレートの１つの
共通的なタイプは、フォームへの入力と関連するウェブページ内の構造と、返される情報
の特性と、を規定するフォームであって、グラフィカルインターフェイスにおいてユーザ
ーによって入力されるように意図されたフォームに関係している。テンプレートは、フォ
ームのサブミッションの結果として得られる情報と同様に、フォーム内の異なるスロット
に提供されるべき情報がテンプレートにおいて規定されているという意味において、フォ
ームの機能に関係する情報を含んでいる。スクリプト化されたウェブインターフェイス１
３０は、情報を取得するべく、テンプレートを使用する。いくつかの例においては、ウェ
ブインターフェイスは、Ｓｅｌｅｎｉｕｍ　Ｗｅｂｄｒｉｖｅｒなどのスクリプティング
ツールを使用している。
【００４１】
　一例として、航空会社用のウェブフォームの例である、図２を参照すれば、ユーザーは
、（「ホテル」などではなく）「フライト」を選択し、且つ、「出発」及び「到着」場所
と、望ましいフライトのその他の特性と、を入力し、且つ、次いで、「サーチ」を選択す
ることにより、航空会社アプリケーションが、そのデータベースにアクセスし、且つ、ど
のフライトが要求された基準にマッチングしているのかを判定するようにすることができ
る。図３を参照すれば、結果的に得られた画面の一例は、フライト情報を表の形態におい
て提示している。図２～図３の例においては、テンプレートは、入力するべきフィールド
と、フィールド値が入力されるべき図２のフォームの構造と、を規定しており、且つ、取
得された情報が見出されうる図３の結果的に得られる画面の構造を規定している。
【００４２】
　この方式によってデータを取得するのに適したテンプレートのライブラリを開発するた
めの１つの方法は、それぞれの手動で作成されたスクリプトがテンプレートと関連付けら
れている（例えば、これとの関連において又はその内部において保存されている）状態に
おいて、取得を自動化するべく必要とされるスクリプトを手動で作成するというものであ
る。このような手動による作成は、有効であることが可能であり、且つ、恐らくは、複雑
なウェブサイトの場合には、必要でありうるが、このようなスクリプトが、自動化された
又は半自動化された方式によって判定されることの利点が存在している。主な利点は、こ
のようなスクリプトを形成するべく必要とされる人間の作業の低減であり、この結果、対
話システムから格段に大きな数のアプリケーションへのアクセスを得ることが可能となり
うる。
【００４３】
　後述するいくつかの方式は、情報の取得及び／又はサブミッションを自動化するべく使
用されるスクリプトの作成に対する純粋に手動的な方式の使用ではなく、自動化された技
法を使用している。図４を参照すれば、第１技法は、グラフィカルインターフェイス１９
５のユーザー１９０又はシミュレートされた対話システム４８０のユーザー４９０を伴う
ウェブに基づいたアプリケーションのウェブサーバー１６０との間における記録された交
換と、記録された交換に基づいたスクリプトの自動化された又は半自動化された推定と、
を利用している。第１技法との関連において使用されうる、第２の技法は、例えば、既知
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のアプリケーションと類似した情報を提供する、ウェブに基づいたアプリケーションの特
性を発見するべく、アクセス可能なウェブに基づいたアプリケーションの「クローリング
」と、自動的なプロービングシステム４７０と、を利用している。
【００４４】
　図４を更に参照すれば、第１技法においては、システムは、１つ又は複数のウェブクラ
イアント（例えば、グラフィカルウェブクライアント１９５、或いは、シミュレートされ
た対話システム４８０）からのウェブサーバー１６０（例えば、図１のウェブサーバー１
６０Ａ）との間におけるやり取りのシーケンス（本明細書においては、「実行トレース」
と呼称される）４１２、４１４を監視及び記録しており、且つ、トレースの分析に基づい
てテンプレートライブラリ内においてインストールされうる可能なテンプレートを推定し
ている。それぞれのトレースは、一人のユーザーとウェブサーバーとの間の単一のセッシ
ョンを表している。更に詳しくは、システムは、実行トレースを収集しており、この場合
に、それぞれのトレースは、ウェブページと、テキストボックスへの特定の値の入力、或
いは、リンク又はボタンのクリックなどの、システムによってウェブページに対して行わ
れた動作と、のシーケンスを含む。
【００４５】
　図５を参照すれば、収集された実行トレース４１０のうちのそれぞれの実行トレースご
とに、且つ、１つの定義された出力と、入力の組と、をそれぞれが有する予め定義された
テンプレートの組について、システムのテンプレートコンフィギュレータ４２０は、実行
トレースをテンプレートのインスタンスのシーケンスとアライメントさせている。一般的
なフレームワークは、ゼロ以上の数のカードをそれぞれのトレース内のそれぞれの「規則
的な構造」に対して割り当てる機械学習モデルを構築するというものであり、且つ、カー
ドは、入力として（そのタイプとしてスキーマを有する）なんらかの数の入力を取得し、
且つ、別のスキーマタイプのオブジェクトを「生成」している。
【００４６】
　例えば、システムが、対話型のＨＴＭＬフォーム（ＨＴＭＬの＜ｆｏｒｍ＞タグによっ
て示されているもの）、或いは、ウェブページ内のセマンティック要素を恐らくは通知す
るドキュメント構造（例えば、Ｋｕｓｈｍｅｒｉｃｋ，　Ｎｉｃｈｏｌａｓ，　“Ｗｒａ
ｐｐｅｒ　ｉｎｄｕｃｔｉｏｎ：　Ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ　ａｎｄ　ｅｘｐｒｅｓｓｉｖ
ｅｎｅｓｓ．”　ｉｎ　Ｐｒｏｃ．　Ｆｉｆｔｅｅｎｔｈ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ
　Ｊｏｉｎｔ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　ｏｎ　Ａｒｔｉｆｉｃｉａｌ　Ｉｎｔｅｌｌｉｇ
ｅｎｃｅ，　Ｎａｇｏｙａ，　Ｊａｐａｎ，　Ａｕｇｕｓｔ　２３－２９，　１９９７に
おけるラッパ誘導、手作業で規定されたパターン、或いは、なんらかのその他の手段を通
じて識別されたもの）を見出した際に、システムは、そのウェブページの更なる分析によ
って継続する。ウェブページのこのような部分は、「規則的な構造」と呼称されている。
更に正確には、規則的な構造は、システムが解釈しうるウェブページのサブパートであり
、このケースにおいては、ラッパ誘導によって識別された抽出された項目と関連するＨＴ
ＭＬフォーム又は１つの（又は、複数の）ＨＴＭＬノードである。それぞれの規則的な構
造は、ＨＴＭＬの＜ｉｎｐｕｔ＞要素及びラッパ誘導システムによって識別されたセマン
ティックフィールドである追加要素を含むことができる。
【００４７】
　一例として、航空会社のウェブサイト上におけるフライトの予約を検討してみよう。通
常のプロセスは、以下のようなものである。
　１．出発と帰着の日付、出発と到着の場所、乗員の数、及び、エコノミーやファースト
クラスなどのチケットの「クラス」を入力する。
　２．選択肢のリストから旅程を選択する。
　３．旅行保険などのような更なる選択肢を選択する。
　４．（その他の選択肢のいくつかのページが存在しうる。）
　５．旅行者及び支払情報の入力と、フライトのチケットの購入と、がユーザーに対して
求められる。
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【００４８】
　これらのステップのそれぞれは、ゼロ以上の数のテンプレートに対応している。システ
ムの仕事は、いずれのテンプレートがそれぞれのステップに対応しているのかを推定する
というものである。好適な実施形態においては、ウェブページのそれぞれの規則的な構造
は、正確に１つのテンプレートに対応しており、且つ、シーケンス内のそれぞれのページ
用のテンプレートは、次のページと関連するテンプレート用の入力のうちの少なくとも１
つを生成するべく、必要とされている。
【００４９】
　この例を継続すれば、フライトを予約するプロセスは、いくつかの別個のテンプレート
に分解することができる。まず、末尾から始めれば、システムは、「Ａｃｍｅ　Ａｉｒｌ
ｉｎｅｓのフライトの購入」という値を表すテンプレートを生成する。このテンプレート
は、一人又は複数人の旅行者の連絡先情報、ユーザーの支払情報、及び規則的な構造の以
前の組の完了を表す特別なトークンタイプという、いくつかの入力を取得する。以前のペ
ージ用のテンプレートが、同様に導出され、先行しているページ用のトークンに加えて、
入力として使用されるページ上において記述されたなんらかの数の入力タイプが存在して
いる。
【００５０】
　システムは、様々な方法により、この基本的な手順を実行することにより、テンプレー
トを生成することができよう。好適な一実施形態においては、それぞれのテンプレートは
、異なるウェブサイトからの関係するテンプレートをグループ化するべく使用されるグル
ープテンプレートに基づいている（例えば、１つのウェブサイト上におけるフライトの選
択対別のウェブサイト上におけるフライトの選択）。グループテンプレートは、名称、実
引数のリスト、及び出力タイプを定義している。この例においては、「ｓｅｌｅｃｔ－ｆ
ｌｉｇｈｔ－ｉｔｉｎｅｒａｒｙ」及び「ｓｅａｒｃｈ－ｆｌｉｇｈｔｓ」がテンプレー
トであってもよいであろう。ウェブサイトを使用してグループテンプレートから判定され
る特定のウェブサイト用のテンプレートは、一般に、実引数タイプのサブセットを有して
おり、且つ、出力タイプは、グループテンプレートのタイプのサブタイプであってもよい
。グループテンプレートの組は、既知のタイプのデータベースに由来するものであっても
よく、或いは、これは、データから自動的に推定されてもよく、或いは、これら２つの混
合であってもよく、この場合には、いくつかのグループテンプレートが、既知のデータベ
ースによって予め入力され、且つ、いくつかが、手作業によって推定される。これらのグ
ループテンプレートは、少なくとも２つの理由から、有用である。第１に、これらは、シ
ステムが、見出されたウェブページ内の規則的な構造を解釈することを支援する。第２に
、これらは、１つのカードから学習された振る舞いが別のものに「変換」（或いは、さも
なければ、マッピング）されうるように、対話システムが関係するテンプレートをクラス
タ化することを許容している。好適な実施形態においては、対話システムは、由来するグ
ループテンプレートを通知するそれぞれの推定されたテンプレートごとに機械学習機能（
インジケータ機能のみ）を追加することにより、これを実行している。
【００５１】
　好適な実施形態においては、実行トレース内において表されているウェブページの規則
的な構造は、教師なし生成確率モデルを使用することにより、テンプレートに対してアラ
イメントされている。生成モデルによって生成されたアライメントは、規則的な構造内の
それぞれの要素（ＨＴＭＬの＜ｉｎｐｕｔ＞要素又はラッパ誘導からのセマンティックフ
ィールド）を選択されたグループテンプレートに対する実引数のプロパティの１つと関連
付けている。例えば、出荷フォーム内の「都市」用のテキストボックスは、グループテン
プレート内の「受取人」連絡先実引数の「都市」プロパティと関連付けられうるであろう
。好適な実施形態においては、生成モデルは、以下のとおりである。
　●いくつかの数のグループテンプレートを生成する。
　●それぞれのグループテンプレートｐごとに、
　　○名称ｎｐａを有するいくつかの入力実引数タイプｔｐａを生成する。
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　●それぞれのトレース内のそれぞれの規則的な構造ｗごとに、
　　○グループテンプレートｐｗを選択する。
　　○要素の数Ｅｗを選択する（規則的な構造内の要素は、規則的な構造のケースにおい
て、ＨＴＭＬフォーム内の要素であり、且つ、さもなければ、ラッパ誘導システムによっ
て識別されたフィールドである）。
　　○それぞれの要素ｅｗ≦Ｅｗごとに、
　　　■予め放出された要素を条件として、ｐｃタイプｔａを有するグループテンプレー
トから入力実引数ａｅを選択する。
　　　■その実引数のプロパティｐｅを選択する。
　　　■そのプロパティのタイプ及び入力実引数を条件として、そのタイプ用の要素を放
出する。「ｉｎｐｕｔ」要素の場合には、フォーム内に入力される値も、同様に生成され
る。
　●好適な実施形態においては、モデルの変数の分布を構成することができるが、既定に
おいては、これらは、以下のようにパラメータ化されている。
　●タイプは、再帰的プロセスに従って生成される。
　　○システムのタイプデータベース内において予め入力された「ｐｒｉｍｉｔｉｖｅ」
タイプの組が存在している。これらは、ストリング、数値、場所、電子メールアドレス、
日付などを含む。
　　○又、連絡先情報及び支払詳細事項のようなもののための「ｂａｓｉｃ」タイプの組
も存在している。これらは、次の黒丸において記述されているレコードタイプである。
　　○「ｌｉｓｔ」タイプが存在しており、これは、Ｎ個の要素を有し、それぞれが同一
のタイプである（タイプ生成器によって再帰的に選択される）。
　　○それぞれが名称及びタイプを有するいくつかのフィールドＦ（幾何学的に、或いは
、別の分布を通じて、選択されたもの）から構成された「ｒｅｃｏｒｄ」タイプが存在し
ている。フィールドのタイプは、生成器を再帰的に呼び出すことによって選択される。
　　○タイプを生成するべく、システムは、ｐｒｉｍｉｔｉｖｅタイプ、ｎｅｗ　ｒｅｃ
ｏｒｄタイプ、又はｌｉｓｔタイプを生成するように選択している。
　　○分布は、構造の再使用を促進するべく、アダプタグラマ又は類似の数学的オブジェ
クトを使用することにより、記憶することができる。
　　○タイプの「プロパティ」の組は、タイプの構造から推定されたツリーの葉であり、
連絡先のような基本的なタイプがプロパティを有する。
　　○システムがグループテンプレートの予め定義された組のみを使用するように構成さ
れている場合には、タイプの組は、グループテンプレート内のタイプの組として固定され
ており、且つ、再帰的なプロセスは使用されない。
　●入力実引数ａｅの選択は、ある程度の確率により、同一の実引数を保持する、且つ、
さもなければ、別の実引数を均等な方式によってランダムに選択する、分布を有する、入
力実引数に対する離散時間マルコフモデルであってもよい。これは、モデルが、実引数か
ら実引数にランダムにジャンプするのではなく、行内の１つの実引数について情報を生成
することを選好するようにする。
　●明示的に言及されていないその他の分布も、幾何分布によって付与されるカウントを
除いて、その個々の出力空間上における多項分布であるものと解釈される。
【００５２】
　当然のことながら、その他の分布も、コンポーネントの任意のものについて可能である
。
【００５３】
　この生成モデルを使用することにより、（好適な実施形態において使用されている）メ
トロポリス－ヘイスティングス（Ｍｅｔｒｏｐｏｌｉｓ－Ｈａｓｔｉｎｇｓ）に基づいた
ＭＣＭＣサンプラを含む任意の妥当な推定技法を使用し、規則的な構造とグループテンプ
レートとの間のアライメントを推定することができる。変数ｐｅは、カードの構造と規則
的な構造との間のアライメントを定義している。このアライメントは、フォームに入力す
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るべく、且つ、ラッパ誘導によって見出された規則的な構造のオブジェクト情報を抽出す
るべく、システムが配備される際に使用される。
【００５４】
　それぞれの規則的な構造のアライメント変数が見出されたら、システムは、アライメン
ト変数において使用されている入力のすべてを含む選択されたテンプレートのインスタン
スを生成し、且つ、カードは、適切な情報をフィールドに入力すると共にリンクをクリッ
クする又はフォームをサブミットすることにより、その結果を生成する。
【００５５】
　ウェブサイト用のテンプレートが抽出され、且つ、対話システムがそれらを使用するよ
うにトレーニングされたら、残りの主なステップは、カードに提供された入力を使用して
ウェブフォームに実際に入力し、且つ、ページ上において既に提供されている実引数の情
報を抽出するというものである。上述のように、これは、テンプレートの入力内のプロパ
ティとウェブページ内の要素との間のアライメントを保持することにより、実現すること
ができる。次いで、Ｓｅｌｅｎｉｕｍのようなプログラムを使用することにより、適切な
データと共に、任意のフォームをプログラムによってサブミットすることができる。
【００５６】
　システムは、特定のサイト用のテンプレートのその抽出されたインスタンスをどれだけ
確かに有しているのかに関するコンフィデンス尺度を有する。好適な実施形態においては
、この尺度は、単に、推定されたカード（ｉｎｄｕｃｅｄ　ｃａｒｄｓ）が付与された場
合に、規則的な構造を観察する生成モデルによって演算される対数尤度である。この尺度
が、特定のウェブサイト用の所与の閾値を超過していない場合には、ウェブサイトは、シ
ステムの拡張された集合体に含まれてはいない。これらは、破棄されてもよく、或いは、
人間による分析のためにフラグが付与されてもよい。この閾値は、ビジネスニーズに従っ
て設定されてもよく、且つ、これは、ドメインに伴って変化してもよく、人々は、スポー
ツの得点を見出すことよりも、銀行サイトとのやり取りの場合に、相対的に高いコンフィ
デンスを要求することになろう。
【００５７】
　時折、ユーザーは、システムがこれまで参照してはいないサイトの訪問を要求する場合
がある。このケースにおいては、システムは、オンデマンドでウェブページをカードに変
換するべく試みるように選択することができる。これを実行するために、システムは、い
ずれのタイプが予想され、且つ、どの種類のカードがページによって表されているのか、
を判定するべく、テンプレートアライメントアルゴリズムの１つのバージョンをウェブペ
ージに対して実行する。カードがマッチングした場合には、システムは、そのカードを使
用する。そうではない場合には、システムの構成に応じて、システムは、ユーザーにエラ
ーを報告してもよく、或いは、人間のエージェントに任せてもよい。
【００５８】
　いずれにしても、図１に示されているシステムは、テンプレートの組（即ち、インター
フェイステンプレート１３５）によって構成されており、これらは、ユーザー１１０との
間における言語的なやり取りのその分析の一部分として、対話システム１２０によって呼
び出すことができる。推定されたスクリプトと、ウェブページの構造（例えば、フォーム
スロット）との間におけるカードへの入力の関連付けと、が、入力をテンプレートの出力
に対してマッピングするためのメカニズムを提供している。
【００５９】
　図４を再度参照すれば、第２技法は、新しいウェブに基づいたアプリケーションの発見
のためのアクセス可能なウェブに基づいたアプリケーションの「クローリング」を伴って
いる。基本的に、新しいウェブサイト用の実行トレース４１６は、どのタイプの入力が適
切なタイプの応答を導出するのかを理解するための、自動的なブロービングシステム４７
０によるフォームの入力可能な部分に対する自動化されたプロービングに基づいたもので
あってもよい。
【００６０】
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　クローラーによって発見されたそれぞれのウェブサイトごとに、システムは、例えば、
図２及び図３において示されているページ内などの、そのページ内の規則的な構造の組を
抽出している。規則的な構造が適切に識別されたら、システムは、規則的な構造内の対話
型要素を操作することにより、実行トレースを収集する。具体的には、システムは、ダミ
ーデータを使用してフォームに入力するべく試み、ラジオボックスがチェックされ、テキ
ストフィールドに適切なタイプのデータ（例えば、ダミー名称、ダミー日付）などが入力
される。システムは、Ｓｅｌｅｎｉｕｍなどの自動化されたウェブサイトスクリプタを使
用することにより、このデータをサブミットする。又、システムは、規則的な構造のＨＴ
ＭＬノード内のリンクをクリックすることもできる。システムが応答ページを受け取った
際に、システムは、エラーとして、更に多くの情報を要求する同一のタスクに関連する更
なるページとして、或いは、「末尾」として、そのページを分類する。この分類は、教師
あり学習クラシファイア（サポートベクトル機械など）又は手書きの規則を使用すること
により、実行することができる。いずれにしても、システムは、ＨＴＴＰ状態コード及び
キーワード（「ｅｒｒｏｒ」又は「ｓｕｃｃｅｓｓ」など）を含む、返されたページから
の特徴を使用する。好適な実施形態においては、システムは、サポートベクトル機械を使
用している。これに加えて、システムは、クレジットカード又は（ＰａｙＰａｌやＧｏｏ
ｇｌｅ　Ｗａｌｌｅｔなどのような）その他の支払情報に対する要求に遭遇した際に、停
止し、これにより、このようなページを成功として解釈するように構成することができる
。
【００６１】
　システムは、タスクを完了させる例示用のシーケンスの組を構築するべく、異なるデー
タにより、同一のフォームを反復的に呼び出す。次いで、システムは、これらのトレース
を記録し、これらは、規則的な構造（並びに、これらを含むウェブページ）及びフォーム
に入力された情報のシーケンスに等しい。
【００６２】
　このプロセスは、ランダムに実行されてもよく、或いは、好適な実施形態においては、
Ｑ学習又はディープＱ学習などの強化学習アルゴリズムを使用することによって実行され
てもよい。強化学習においては、システムは、それぞれのステップにおいて可能な動作の
組から１つの動作を取得し、且つ、システムは、定期的なインターバルにおいて報酬信号
を受け取る。このセットアップにおける動作は、異なるフォーム入力における入力と、フ
ォームのサブミットと、である。報酬信号は、肯定的又は否定的なものであってもよく、
システムが、サーバーから、エラーコード又は予め規定された条件にマッチングしている
（例えば、返されたページが「ｅｒｒｏｒ」という単語を含む）メッセージを受け取った
際には常に、システムは、否定的報酬を取得する。その一方において、フォームがエラー
なしに進行した場合には、システムは、（システムが無限ループを辿ることを阻止するべ
く）わずかに否定的な報酬又はゼロの報酬を受け取る。正常な完了ページに到達した場合
には、システムは、大きな肯定的な報酬を受け取る。これらの値は、構成することができ
る。
【００６３】
　正常なトレースが、この自動化されたプロセスによって得られたら、システムは、ウェ
ブに基づいたアプリケーションの対話型の使用の際に収集されるトレースの場合と基本的
に同一の方法により、これらを使用する。即ち、トレースは、カードテンプレートのイン
スタンスに対してアライメントされ、且つ、カードテンプレートは、入力からカードの出
力へのマッピングをもたらすウェブのやり取りを実行するように構成されている。
【００６４】
　言語的インターフェイスを使用したウェブサイトとのやり取りの方法の自動的な発見の
ための上述のものにそれなりに関係する方式においては、プロセスは、（例えば、電話オ
ペレータを介して）グラフィカルなインターフェイスを音声に基づいた人間のインターフ
ェイスに提供するべく、或いは、音声に基づいた人間のインターフェイスとやり取りする
べくシステムによって仲介された言語的インターフェイス（例えば、テキスト又は音声入
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力）を提供するべく、多少、「反転」されてもよい。即ち、システムは、異なる言語的イ
ンターフェイスを介して、ユーザーのみならず、「アプリケーション」とインターフェイ
スしてもよく、且つ、基本的に、やり取りを変換又は仲介してもよい。例えば、現在、「
オンライン」ツールのみを使用することにより、ヘアカットの約束を予約することは、或
いは、近所の花屋に花を注文することは、困難でありうる。その代わりに、これらの種類
のサービスは、通常、電話を介して調達されている。
【００６５】
　実際に、電話を使用して約束をスケジューリングする且つサービスを注文する能力は、
人間のアシスタントのかなり一般的な責務である。従って、人間のアシスタントの能力の
多くを複製することを狙いとした汎用対話システムは、そのユーザーの代わりに、このよ
うな取り決めを実施可能であるべきである。従って、システムは、（Ｙｅｌｐのような）
オンラインディレクトリから抽出された電話番号に電話することも可能であり、且つ、商
人又はその他のサービスプロバイダと直接的に関与することもできる。
【００６６】
　例えば、対話システムのユーザーが、特定の歯科クリニックにおいて歯のクリーニング
を予約するように要求しうるであろう。ユーザーの要求に応答して、システムは、データ
ベース内のビジネスの連絡先情報をルックアップし、且つ、―恐らくは、リストの内容を
確認した後に―ユーザーの要求及びビジネスのタイプにマッチングしているカードを選択
する。このケースにおいては、システムは、「ｂｏｏｋ－ｍｅｄｉｃａｌ－ａｐｐｏｉｎ
ｔｍｅｎｔ」カードを選択してもよく、このカードは、クリニック、約束のタイプ（「歯
のクリーニング」）を予想している。次いで、システムは、歯科クリニックに電話をかけ
ることになり、且つ、―テキスト／発話変換システムを使用することにより―任意選択に
よって自身を自動化されたエージェントであるとして識別することになり、且つ、次いで
、システムの言語生成設備を使用してユーザーの要求を伝えることになろう。この時点に
おいて、システムは、いまや、通話を受け取った商人のための対話エージェントとして機
能しており、システムは、商人に話すことによってやり取りを完了するべく、別のカード
（例えば、「ｂｏｏｋ－ｍｅｒｃｈａｎｔ－ｍｅｄｉｃａｌ－ａｐｐｏｉｎｔｍｅｎｔ」
）を使用する。約束を予約するケースにおいては、これには、日程管理用の予め定義され
たカードを使用することによってユーザーのカレンダ上において空き時間をスケジューリ
ングすることが伴いうるであろう。概念的には、このプロセス全体は、商人に接続すると
共に結果を第１対話セッションに返送する異なる対話セッションのインスタンス生成であ
るものとして考えることができる。
【００６７】
　それぞれのドメインごとに、システム構築者は、「ｕｓｅｒ」カード及び「ｍｅｒｃｈ
ａｎｔ」カードという、２つのカードの開発者による生成をサポートすることを所望して
いる。「ｕｓｅｒ」カードは、要求を開始するべく必要とされる入力（ビジネスの連絡先
情報、カレンダの制約、望ましい物品又はサービスなど）を規定している。そして、ユー
ザーカードは、「ｍｅｒｃｈａｎｔ」カードを呼び出している。商人カードは、要求内の
情報を伝達するためのスクリプトを規定している。入力として、これは、（ユーザーカー
ドによってコンパイルされた）ユーザーの要求と、提供するべく商人に必要とされるすべ
ての情報と、を取得している。その結果、これは、確認又は失敗通知を返し、これは、次
いで、ユーザーカードに返送される。更に多くの情報に対する要求は、システムが電子メ
ールを処理するべく受け取る「ｍｅｓｓａｇｅ　ｓｅｎｔ」イベントに類似したイベント
として、「ｕｓｅｒ」と「ｍｅｒｃｈａｎｔ」との間において伝達される。これらのイベ
ントは、カードにより、必要であるものと解釈される。
【００６８】
　テレフォニー対応型システム用のデータ収集は、ウェブに基づいたシステム用のデータ
収集手順に類似している。但し、このタスクのために収集される実行トレースは、人間に
よって実施されたセッションからのみ収集され、この場合には、人間が、実際に、商人に
対して電話をかけている（我々は、我々のシステムが商人又はその他の人々にランダムに
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通話することを所望してはいないことから、我々は、ウェブフォームについて概説されて
いる自動的な発見手順と類似した内容を試みてはいない）。トレーニングを目的として、
実行トレースのそれぞれの半分は、別個の対話として取り扱われている。さもなければ、
トレーニングは、「オズの魔法使い」方式の場合には、先程概説したトレーニングと同一
である。
【００６９】
　配備された際に、対話システムは、いまや、トレーニングフェーズにおいて学習された
更なるカードに対するアクセスを有する。ユーザーがカード記述のうちの１つとマッチン
グした要求を実施した場合に、システムは、ユーザーカードを起動し、要求に関係する更
なる情報を収集し（例えば、利用可能な日付及び時刻について問い合わせる、或いは、ユ
ーザーのカレンダをチェックする）、（利用可能な場合に、ユーザーの予め登録された好
みを使用することによって）適切なビジネスを見出し、恐らくは、ユーザーにビジネス情
報について確認し、且つ、次いで、業者に電話をかける。
【００７０】
　商人が応答した場合に、システムは、商人との間におけるそのやり取りにおいて商人カ
ードを配備する。システムは、ユーザーの要求を商人に伝達し、且つ、次いで、要求を完
了させるべく、カードのその他のステップを実行する。完了したら、システムは、ユーザ
ーに通知する。
【００７１】
　現実世界との間のやり取りは、（当然のことながら）構造化されたウェブページとの間
のやり取りよりも、格段に複雑であることから、システムは、いくつかの異なる方法によ
り、会話を高度化させる能力を有する。商人との間においてやり取りしている対話システ
ムが、（ユーザーのフラストレーションの標準的な尺度を使用して）対話が望ましくない
方式によって進行していると判定した場合には、システムは、（例えば、謝罪し、且つ、
電話を切ることによって）やり取りを中止するように、（例えば、更なる時刻について問
い合わせることによって）ユーザーに更に多くの情報を要求するように、通話を人間のエ
ージェントに転送するように、或いは、通話をユーザーに直接的に転送するように、選択
することができる。選択は、機械学習クラシファイアを使用することにより、要求のタイ
プ及びユーザーの好みによってパラメータ化されている。この高度化の振る舞いは、人間
のエージェントのみならず、ユーザーにも高度化されうるという点を除いて、ユーザーと
の間のやり取りにおいて対話システムによって使用されうる振る舞いに類似している。
【００７２】
　いくつかのタスクは、物品の配送を必要としうる。例えば、近所の花屋は、その独自の
配送サービスを有していない場合がある。又、これらが利用可能である場所において、シ
ステムは、クーリエサービス又はＴａｓｋＲａｂｂｉｔのようなローカルな物流管理又は
「ｍｉｃｒｏ－ｔａｓｋ」会社にコンタクトすることもできる。これは、更なる（恐らく
は、並行した）電話通話を使用することにより、（本明細書において上述されている）学
習されたウェブサービス又はこの目的のためのカスタム作成されたＡＰＩを使用し、完了
させることができる。好適な実施形態においては、システムは、マーケットに応じて、こ
れら３つのものの混合を使用している（例えば、ＴａｓｋＲａｂｂｉｔは、すべての場所
において利用可能であるわけではない）。
【００７３】
　やり取りアプリケーション用のカードテンプレートが取得されうるトレースを取得する
更にその他の方法が存在していることを理解されたい。例えば、グラフィカルウェブクラ
イアント１９５を介してやり取りしているユーザー１９０と関連するトレースを収集する
のではなく、自動化された音声対話システム１２０の「オズの魔法使い」シミュレーショ
ンが使用されてもよく、この場合には、人間のオペレータが、システムがまだ構成されて
いないことについて意思決定し、或いは、オペレータが、システムが誤った決定を下すこ
とを観察している。
【００７４】
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　又、ウェブに基づいたアプリケーションは、このような方式によって自動化された対話
システムからインターフェイスされうるアプリケーションの一例に過ぎないことを理解さ
れたい。例えば、アプリケーションが、データネットワーク（例えば、インターネット）
上においてアクセス可能である、或いは、任意の特定のプロトコル又はマークアップ言語
（例えば、ｈｔｔｐ及びＨＴＭＬ）を使用する、というニーズは存在しておらず―基本的
に、カードテンプレートの発見のための同一の手順は、様々な種類のアプリケーションに
使用することができる。
【００７５】
　システムの実装形態は、１つ又は複数のコンピュータを制御する（一時的ではない機械
可読媒体上において保存された）命令を含むソフトウェアを使用することができる。例え
ば、図１に示されている機能は、単一のコンピュータ上において実行されてもよく、或い
は、例えば、データネットワーク上において通信している複数のコンピュータ上において
パーティション化及び実行されてもよい。いくつかの複数コンピュータの実装形態におい
ては、特定のコンポーネントは、ユーザーの場所におけるコンピュータ又はその他の演算
装置（例えば、発話統合コンポーネント）においてホスティングされてもよく、その他の
コンポーネントは、ユーザーから離れた１つ又は複数の場所におけるサーバーコンピュー
タにおいてホスティングされてもよい。上述の収集されたトレースに従って、トレースを
収集し、テンプレートを構成する機能は、更にその他のコンピュータ上においてホスティ
ングされてもよい。
【００７６】
　上述の説明は、添付の請求項の範囲によって定義されている本発明の範囲を限定するも
のではなく、例示を目的としていることを理解されたい。その他の実施形態も、添付の請
求項の範囲に含まれる。

【図１】 【図２】
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